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はじめに（豊川水系河川整備計画の概要）
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１．河川の維持管理

２．国土強靱化における５ヶ年加速化対策

３．豊川の河川管理

４．市民団体等との連携

５．維持管理と災害復旧

６．霞堤地区の浸水状況（令和2年度～令和6年度）

７．維持補修における省力化の取り組み

説明資料の構成
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1.河川の維持管理（維持管理とは）

災害予防

維持管理災害復旧等

改修事業、ダム建設等の予防的な河川整備

相互に連携して
最大の治水上の

安全・安心効果を発揮

機能復旧：

・破堤や護岸崩壊などの施設

被害が発生した場合の原形復

旧

・再度、同様の出水があった場

合に、被災を受けないような対

策の実施

河川利用の推進

河川環境の整備と保全

環境への配慮：

適正な利用の条件整備：

・河川利用が安全・快適に行える基盤整備

・安定的な利水の確保

・生物の生育・生息環境の保全

のための対策

・良好な河川景観の創出のため

の整備

河川の適正な維持：

・堤防や護岸、施設等について、出水

時に弱点となるような箇所や動作異

常等健全度の診断と効果的・効率的

な維持補修等の対応

・河川の植生や河床状態などの環境

状態の把握と維持

・不法行為の監視と是正

相互に連携して
良好な河川空間の
保全・創出

第2回「安全・安心が持続可能な河川管理のあり方検討委員会」資料４から引用 3
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工事・計画 維持管理

水
系
・河
川
全
体
を
対
象

工事・計画 維持管理

河川維持管理計画※

概ね５年間に実施する具体的な維持
管理の内容を、河川毎に定める計画

河川整備基本方針（河川法１６条）

河川整備計画（河川法１６条の２）

２０年から３０年程度の中長期計画 維持管理の
全体像を記
載している

河川砂防技術基準 維持管理編
河川維持管理の実施及び計画策定等にあたり、その標
準的な項目と基準、あるいは技術的な標準を定めている

1.河川の維持管理（河川整備計画における位置づけ）

「第５回安全・安心が持続可能な河川管理のあり方検討委員会」資料２に加筆 4

※ 豊川河川維持管理計画は概ね5年間を経過したため、令和7年に更新予定。



豊橋河川事務所
1.河川の維持管理（主な活動）

5

管理時の状況 河川管理の内容

平常時の河川管理

治 水

状態把握

堤防除草（変状把握の前提）

河川巡視（河川（河道・河積）の変化、堤防、護岸の変状）

許可工作物の変状等

維持管理対策

堤防等の修繕

機械設備の点検・整備

許可工作物への対応

利 水 維持管理対策
水質事故対応

水利使用秩序の確保

環 境

状態把握
調査等

河川空間の利用

維持管理対策

自然環境の保全（希少種・外来種対策、生態系保全）

河川利用上支障のある行為への対応

塵芥処理

洪水時の河川管理

河 川 状態把握 出水時巡視（出水状況、堤防、護岸の変状）

河川管理施設 施設の操作

避難・水防活動

情報提供・共有 避難判断の水位情報、リエゾン派遣

水防活動

事前の準備 水防演習・洪水ハザードマップ

地震時の河川管理

河 川
状態把握

堤防、護岸の変状

許可工作物の変状等

維持管理対策 堤防等の修繕

河川管理施設
状態把握 損傷等の把握

維持管理対策 機械設備の点検・整備

渇水時の河川管理 情報把握、広報、渇水調整
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1.河川の維持管理（平常時の河川管理）

河川維持管理は、河川の特性等を踏まえた維持管理の内容、改善に向けた取り組み等の計画を策定し、河道流下

断面の確保、堤防等の施設の機能維持等に関して、「目標設定」を行った上で「状態把握」を行い、その結果に応じ

て適切な「維持管理対策」を実施。

これらの河川維持管理の具体の内容については、各河川ごとに策定する「河川維持管理計画」に記載。同計画は、

河川維持管理サイクルの繰り返しを通じて、内容を修正・充実させていく。

6

計画策定

■河川維持管理計画の策定
・河川の特性等を踏まえ、概ね5年間
に実施する維持管理の内容や効率
化、改善に向けた取り組み等を規定。

目標設定

■河道流下断面の確保に関する目標設定

■河川管理施設の機能維持に関する目標設定

■河川区域等の適正な利用に関する目標設定

状態把握

■基本データの収集
・地形（地形測量、水質調査等）
・河道状況（水位観測、流量観測、雨量観測）
・自然環境（生息状況、河床材料）
・利用実態
・管理施設等（構造物台帳、河川現況台帳等）

■経年変化等の確認
・河川巡視
・施設等の点検

維持管理対策

■土砂撤去、樹木伐開
・流下断面確保のため、河道掘採、樹木伐開を実施。

・自然環境に配慮し、生物の生育環境が激変しない
ように実施。

■堤防、構造物の補修

・異常を発見した場合には原因究明を行い適切な補
修を実施する等の対策を行う。

・機械設備は、適切な補修、機器の更新を行い、機
能の維持を行う。

■不法行為への対応

・河川利用上支障のある行為を発見した場合には、
口頭での現状回復等の指導を行い、法令等に基づ
いた是正措置を実施する。
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1.河川の維持管理（洪水時の河川管理）

河川管理者は、水防活動が円滑に行われるよう、水位に応じて水防警報を発令するとともに、気象台と共同で洪水

予報を発表している。

現場では、巡視や施設操作等行い、災害が発生したときには災害対策機械等を活用して被害の軽減と拡大防止を

図る。

排水機場等の河川管理施設は操作規則等に基づいて運用され、適切な操作により治水機能を発揮する。

7

河川巡視

国土交通省
（河川事務所）

気象庁
（地方気象台等）

都道府県及び市町村

水防団 住民

洪水予報（共同）
水防警報

（市町村より）出動命令 （市町村より）避難指示

情報共有による連携

■河川事務所では状況把握、
水位予測等を実施。

■水位情報（国交省）と気象情
報（気象庁）を共有。

【洪水時の情報連絡】

【現場での対応】
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1.河川の維持管理（河川の状態把握）

河川の状態把握における基本データの収集として、雨量・水位・流量等の水文等観測、平面・縦横断等の測量、河

川環境調査及び観測施設等の点検を実施。また、水文等観測におけるリアルタイムデータは適切な河川管理の基

礎データとして活用。
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基本データの収集
①水文・水理観測、水質調査
②測量

(1)河道内の縦横断測量
(2)地形測量及び写真測量
③河道の基本データ

(1)河床材料調査
(2)河道内樹木調査
④河川水辺の国勢調査
⑤観測施設、機器の点検

河川巡視の分類
①平常時の河川巡視

(1)一般巡視と目的別巡視
(2)河道及び河川管理施設等の河川巡視
(3)違法・違反行為発見のための河川巡視
(4)河川の利用状況把握のための河川巡視
(5)自然環境に関する状態把握のための河川巡視
②出水時の河川巡視

点検の分類
①出水期前・台風期・出水後等の点検

(1)出水期前、台風期の点検
(2)出水後等の点検
②地震後の点検

(1)管内震度4 ：状況に応じて１次点検・２次点検を実施
(2)管内震度5 弱以上：地震発生後直ちに１次点検及び

２次点検を実施

③機械設備を伴う河川管理施設の点検

④親水施設等の点検

⑤許可工作物の点検流量観測（高水）

定期縦横断測量

堤防除草

水質調査
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1.河川の維持管理（河川の状態把握（河川巡視） ）
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巡視の種類 巡視の方法

実施回数

平成31年度 令和2年度 令和３年度 令和4年度 令和5年度

一般巡視 車両 9１回 9１回 9１回 9１回 9２回

目的別巡視
車両 ７８回 ７８回 ６０回 ６０回 ６０回

徒歩 4３回 4３回 ３６回 ３６回 ３６回

出水時巡視 車両 ０回 ０回 ２回 0回 1回

豊川の河川巡視実施状況

○一般巡視・・・・・・・・・・・定期的に、巡視区域内をパトロール車により巡視を行う。

○目的別巡視・・・・・・・・・堤防や護岸、水門の状況など、対象を特定し、詳細な巡視を行う。不法行為の状況などを対象とする車両（パト

ロール車）による巡視と、河川敷地境界杭の状況などを対象とする徒歩による巡視を実施している。

○出水時巡視・・・・・・・・・出水時において、河川の水位が水防団待機水位を越え、さらに上昇し、氾濫注意水位に達する恐れがある場

合は、出水時巡視を実施。出水時巡視においては、堤防や護岸、水門等の河川管理施設の状況把握、水防活

動や緊急かつ適切な処置を講ずるための情報収集等を行う。

■河川巡視の目的河道及び河川管理施設等の状況の把握、河川区域等における違法・違反行為の発
見、河川空間の利用に関する情報収集、河川の自然環境に関する情報収集を対象として、概括的に
行うものであり、平常時・出水時にそれぞれ巡視を行うこととしている。
■河川巡視は、河川巡視規程例を定め実施する。
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■令和5年度は出水期前点検と安全利用点検を各1回ずつ実施し、毎年同様に約６３０箇所を点検している。
■出水期前点検は、目視や必要に応じて計測等を行い、堤防、護岸等の変状の把握、管理施設の損傷や

動作状況を確認する具体的な点検を実施。なお、この点検では、許可工作物についても工作物管理者に

よる点検が行われ、一部の許可工作物は、河川管理者と工作物管理者による合同点検が行われる。

■安全利用点検は目視により、高水敷、低水護岸、樋門、樋管などの施設及びその周辺の点検を実施し、

利用者の視点に立ち、安全に利用できることを点検にて確認している。

■堰、水門、排水機場等の機械設備は、動作状況や点検結果から劣化状態を把握し、必要に応じて修繕、

更新等を実施している。

1.河川の維持管理（河川の状態把握（点検・整備） ）
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（許可施設管理者との合同点検）

（河川敷公園施設の確認）

※河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル（案）

(機械設備の点検) (操作設備の点検) (ポンプ設備の点検・整備)

(エンジンの点検・整備) (ゲート設備の点検・整備)

■河道や河川管理施設の機能について異常及び変化等を確認することを目的とし、定期点検及び臨時
点検を行う。
■点検は、各点検要領および評価要領に従い実施する。

出水期前点検

安全利用点検 機械設備の点検
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1.河川の維持管理（許可工作物への対応）

○ 河川法により許可申請を要する占用・行為
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■ 許可工作物については、工作物管理者により河川管理施設

に準じた適切な維持管理がなされるようにしている。

■ 河川管理者としても法に基づく監督処分等の権限を有してい

ることから、工作物管理者に対し、技術的基準を踏まえた適切

な指導や権限の行使を行っている。

■ 一般巡視、目的別巡視、及び出水期前と出水後に点検を行っ

ている。

河川法条数 条文・内容（主な部分を抜粋）

第２３条
（流水の占用）

河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者
の許可を受けなければならない。 ･･･農業用水・水道水・発電などの水利用

第２４条
（土地の占用）

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く）を占 用し
ようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けな ければなら
ない。

第２５条
（産出物の採取）

河川区域内の土地において土石を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところ によ
り、河川管理者の許可を受けなければならない。 ･･･砂利採取など
河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しよう と
する者も、同様とする。 ･･･立木や竹など（公募伐採等に適用）

第２６条
（工作物の新築等）

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土 交通
省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

第２７条
（土地の掘削等）

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する 行
為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところに より、河
川管理者の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りではない。

第５５条
（保全区域内行為）

河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省 令で
定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築

工作物
箇所数

備考
豊川 間川

豊川
放水路 合計

樋門樋管 31 3 15 49
揚排水機場 5 5 10
堰 1 1 牟呂松原頭首工

河底横過
トンネル

1 1
（松原用水）
豊川放水路
横断サイフォン

伏せ越し 1 3 2 6
橋梁 21 5 14 41
取水塔 4 4
取水埋渠 3 3
鉄塔 5 5
合計 71 11 37 120

「第1回安全を持続的に確保するための今後の河川管理
のあり方検討小委員会」資料２から引用

出水期前等の適切な時期に必要な点検を実施

①施設の状況

本体、取付護岸（根固を含む）、高水敷保護工、吸水槽、吐出槽、除塵機等

②作動状況

ゲート、ポンプ、警報装置

③施設周辺状況

工作物下流側の河床洗掘、堤防の空洞化

④管理体制の状況

（操作要領等に照らし合わせて、出水時及び平水時における操作人員の配置

計画は適切か、出水時等の通報連絡体制は適切かを確認）

河川管理者

工作物管理者

河川巡視時に目視点検により、許可工作物について河川管理上の支障

がないことを確認
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1.河川の維持管理（河川の状態把握（河川水辺の国勢調査））
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■河川を生物環境という観点からとらえ、定期的、継続的、統一的に、基礎情報を収集整備するため、
河川水辺の国勢調査を実施している。
■主に全国１０９の一級水系の直轄区間の河川及び直轄・水資源機構管理のダムを対象としている。

■調査対象の生物項目は魚類、底生動物、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等の６項
目（ダム湖調査は動植物プランクトンを含めた７項目）。
■河川環境基図の作成や河川空間利用実態調査も実施している。

魚類調査の実施状況

河川空間利用実態調査の
実施状況
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１次点検状況
（R2.9.27 豊川管内（震度４））

１．点検の実施者、実施範囲
１）河川管理施設は、１次点検及び２次点検を河川管理者が実施。
２）指定区間外の許可工作物は、１次点検を河川管理者が、２次点検を工作物管理者が実施。
３）指定区間の大臣許可の許可工作物は、１次点検及び２次点検を工作物管理者が実施。

２．点検の対象範囲
１）堤防、護岸
２）堰、床固め、伏せ越し
３）陸閘
４）揚排水機場
５）樋管、樋門、閘門、水門
６）許可工作物（堰、揚排水機場、樋管、橋梁、鉄塔等）
７）工事現場

1.河川の維持管理（その他（地震時の対応））

「地震発生後の河川管理施設及び許可工作物等の点検要領」及び「地震発生後の許可工作物の点検要領」 に
て、点検を実施している。

対象となる観測所で震度４の
地震が発生した場合、状況に
応じて１次点検・２次点検を実
施

対象となる観測所で震度５弱
以上の地震が発生した場合、
地震後直ちに１次点検・２次
点検を実施

伝達系統図イメージ 13

＜２次点検＞

１次点検に引き続いて行い、全対
象物をもれなく点検を行い、異常の
有無とその状況を詳細調査。

＜１次点検＞

１次点検は、地震発生後直ちに
実施し、目視により堤防天端及び構
造物周辺等からの外観を主として、
異常の有無とその状況を把握する。



豊橋河川事務所
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■ 河川の維持管理は、河川巡視および堤防点検等により河川の状態を把握し、損傷など異常を発見し

た場合は補修を行うなど適切な管理に努めている。

■ 河川巡視や点検で発見された事象は、RiMaDIS（河川巡視・点検・対策等の維持管理業務を支援す

る全国統一版データベースシステム）を用いて一元的な管理を実施している。

１.河川の維持管理（その他（DXの取り組み））

○河川巡視
①平常時巡視
▽堤防および施設の状態把握
▽違法・違反行為の発見
▽利用状況や自然環境等の把握

②出水時巡視
▽損傷の有無等の把握

○点検
①出水期前・台風期等の点検
②地震後の点検
③管理施設の点検
④その他、安全利用点検など

データベース化
○河川巡視の結果
○堤防・管理施設の点検結果
○対策・補修の履歴
○構造物台帳
○河川現況台帳

RiMaDIS活用による利点
＜現場＞
①タブレットPC１台で巡視・点検が
できる(荷物の軽減)
②過去の記録が蓄積されるため、
異常箇所の位置把握や経年変化
の確認が容易
③タブレットPCで撮影した写真から
容易に巡視日誌を作成できる
＜出張所・事務所・整備局＞
①台帳や河川カルテ等の河川維持
管理に関するデータを共有できる
②日常業務にかかるデータを簡易
に検索・確認できる



豊橋河川事務所
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■国土強靱化における5ヶ年加速化対策として、排水機場及び樋門、樋管の遠隔監視や遠隔制御、ゲー

トの無動力化等を検討している。

■近年、樋管等の操作員が不足しており、出水時に現地にてゲート操作を行うことが難しい状況になっ

ているため、ゲートの無動力化（自動化）や遠隔監視等の整備を進めている。

検討内容 対象施設 備考

遠隔監視
遠隔制御

古川排水機場
古川排水樋管 ゲート開閉の自動化も検討

古川樋管 ゲート開閉の自動化も検討

小坂井排水機場
小坂井排水機場樋門 ゲート開閉の自動化も検討

小坂井樋門 ゲート開閉の自動化も検討

豊川放水路
豊川放水路分流堰 ゲート開閉の自動化も検討

分流堰低水樋管 ゲート開閉の自動化も検討

遠隔監視
ゲートの無動力化

江川樋門

シャラ川樋管

勝山樋管

杉川樋管

清水川樋管

西江川樋管

殿田川樋管

二葉樋管

ゲートの無動力化（フラップ化）の例
（矢作川 細川樋管）

2.国土強靱化における５ヶ年加速化対策

○ 5ヶ年加速化対策の検討

○対策実施に向けての課題
・ゲートの無動力化にあたり、流木の挟み込み等異常事態に対する検討が必要。

・豊川放水路については、可動堰の操作にあたり、放水路内の巡視を実施しているため、巡視方
法の変更等の検討が必要。
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■ 水質事故が発生した際には、「豊川・矢作川水系

水質汚濁対策連絡協議会」を通じて、速やかに関

係機関に通報すると共に、事故発生状況に関わ

る情報収集を行い、関係行政機関等と連携し、適

切な対策を速やかに講じる。

■ 処理後には、原因究明を行い、再発防止措置を

とるとともに、啓発活動を行っていく。

3.豊川の河川管理（水質事故の対応）

豊川での油回収作業

16

水質事故に対する訓練

年度 件数 水質事故の状況

平成31年度 2
油（重油）：ボイラーの配管不良により流出

油（ガソリン）：自動車の給油キャップ閉め忘れ

令和2年度 5

鶏糞を含んだ濁水：重機火災の際に濁水が流出

油類：交通事故により流出

油（重油）：ボイラーの配管不良により流出

油類：原因不明（2件）

令和3年度 0 －

令和4年度 3

消化剤：車両事故での消化剤が流出

油類：排水ポンプ配管の老朽化による油漏れ

油類：鉄道橋梁上にあった作業車両からの油漏れ

令和5年度 4

牛乳：貯留タンクのホースが未接続だったため流出

エンジンオイル：船舶の船外機から流出

不明（白色で粘性のある液体）：原因不明

油類：原因不明

（水質汚濁対策連絡協議会）

■過去5年間の水質事故

※「令和5年全国一級河川の水質現況」より

合計627件（自然現象16件を除く）

「油類、化学物質以外」：土砂、糞尿等の流出
「その他」： 自然現象ではなく、魚の浮上死等が確認され、原

因物質が特定できなかったもの及びコイヘルペス
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3.豊川の河川管理（河川利用上支障のある行為への対応）

17

■河川利用に関する啓発活動

■豊川における不法行為には、不法係留船や不法投棄が多く、豊川ゴミマップとして整理を行い、周知・啓発してい

る。

豊川ゴミマップ＜豊橋河川事務所HP掲載＞
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水草（外来種）が異常繁殖した事例

3.豊川の河川管理（塵芥処理）

出水等による流木の状況

■『川と海のクリーン大作戦（三河地

区）』とは、環境問題への意識啓発や、

官民の連携した川づくりをめざして、

地域の皆さんの参加により実施され

ている河川敷及び海岸の美化活動で、

河川・海岸の愛護団体や行政機関が

『呼びかけ人』となり、毎年実施されて

いる。

■令和６年度で２３回目を迎えたこの活

動は、令和６年１０月２７日（日）を統

一実施日として実施され、豊川水系で

は約８００人の方にご参加いただき、

２ｔトラック約５台分のゴミを回収した。

矢作古川分派施設の状況（令和1年5月）

18

川と海のクリーン大作戦 実施状況

橋梁に漂着した事例

■河川内にある不法な投棄物や流木は、出水時に流出し、施設に損傷
などの影響を及ぼす可能性があり、堰や橋梁などに漂着し、施設操
作の支障になるほか、河川をせき止めて越水の原因となる場合があ
るため、塵芥処理を適宜実施している。

堤防上に散乱するゴミ

地域との協力
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3.豊川の河川管理（刈草・伐採木の有効利用）
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●令和5年度の取り組み状況
毎年、除草を春に１回、秋に１回実施し、刈草を活

用して頂くために、無料配布を実施。

実施項目 実施箇所 実施時期 面積

除 草 豊 川
台 風 期 前 1,２３５千㎡

秋 か ら 冬 700千㎡

刈草無料配布のリーフレット

■植生が繁茂している状況では堤防の変状

把握が困難であるため、除草を実施してい

るが、刈草が発生し、処分費用を要している。

■コスト縮減および刈草の有効利用のため、

刈草の無料配布を実施している。

■河川管理上支障のある樹木を伐採する際には、伐木処分等に
多額の費用を要している。

■処分費のコスト縮減と、伐木等資源の有効活用の目的から、
伐採木の無償提供や公募伐採を実施している。

事務所ＨＰ、記者投げ込みによる募集

無償配布の状況
（樹木伐採）
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3.豊川の河川管理（水難事故の防止）

20
安全な河川利用に関するリーフレット

豊川水系における河川利用者の安全確保に必要な施策について、検討、協議及び実施することにより、水難事故を

未然に防止することを目的に、河川管理者、地方自治体、警察、消防、ダム・堰管理者及び河川利用者で組織する

「豊川水系水難事故防止連絡会」を運営し、水難事故防止の活動を行っている。

水難事故防止連絡会

河川利用者への注意喚起
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■豊川では、牟呂松原頭首工地点で基準流量（5.0m3/s）を下回った日数が連続で3～7日間程度継続し

た場合に情報連絡室を設置し、流況の監視を行う。

■連続7～14日間程度、基準流量を下回った場合に渇水対策支部を設置する。

■渇水対策支部が設置された場合、水質悪化等、渇水の影響の有無を監視するとともに、関係機関等

と情報を共有し節水の実施について連携する。

3.豊川の河川管理（渇水時の対応）

年度 回数 渇水の状況 備考

平成31年度 1回
H31.4.12～R1.6.18（67日間）
※節水を行った期間

令和2年度 － －
渇水には至らなかったが基準流量を下
回り、R2.12.18～R3.3.16の期間で情
報連絡室を設置

令和3年度 － － 渇水には至らなかったが基準流量を下
回り、R4.2.3～R4.5.10の期間で情報
連絡室を設置令和4年度 － －

令和5年度 － －

■過去5年間の渇水状況
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3.豊川の河川管理（豊川流況総合改善事業）

22

■豊川では水利用が盛んなため、大野頭首工下流では平常時には川に水が流れない状況であった。

■このため、流水の正常な機能の維持と増進を図ることを目的に、寒狭川において寒狭川堰下流へ

3.3m3/sを流した余水及び寒狭川堰貯留水を導水し、宇連川の大野頭首工下流の流況を改善（最大で

1.3m3/s）している。

■豊川流況総合改善事業では、設楽ダムによる不特定補給と合わせ、下流の流況を改善するとともに、

取水の安定化を図る。

※取水制限の（ ）は豊川用水事業のみの条件

流況改善事業前
寒狭川 宇連川

大野頭首工

牟呂松原頭首工

豊

川

豊川用水

豊川用水への全量取水のため
出水時以外は下流への放流は
されず、瀬切れ、よどみが発生。

０ m3/s

取水制限 ２ m3/s

流況改善事業後

寒狭川導水路

豊

川
牟呂松原頭首工

寒狭川堰

大野頭首工

寒狭川 宇連川

：流況改善区間

取水制限 １.３ m3/s

（０ m3/s）

取水制限 ５ m3/s（２ m3/s）

取水制限

３.３ m3/s

豊川用水

寒狭川の余水及び寒狭川堰貯留
水を導水し、流況を改善（最大で
1.3m3/s）する。

１.３ m3/s

改善前後の状況
（大野頭首工下流）

非放流時 1.3m3/s放流時
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3.豊川の河川管理（洪水時の対応①）

23

加藤新田排水機場

八王子排水機場

平井排水機場

小坂井排水機場

清須排水機場

菰口排水機場

下地排水機場

江川排水機場

行明排水機場

古川排水機場

横尾排水機場

下ノ郷排水機場

排水機場（直轄）
排水機場（許可工作物）

凡例

平常時の水位

水防団待機水位

氾濫注意水位

出動水位
避難判断水位

氾濫危険水位

ポンプ停止を
準備する水位

ポンプを
停止する水位

ポンプの運転を
再開する水位

計画高水位

高齢者等
避難開始

避難指示
の発令

堤防堤防

河川の水位変化

○運転調整の概要■内水を排除するポンプ場は、出水時に排水先の河
川の水位が高い状態で排水を継続すると、堤防の
決壊による甚大な被害が生じる可能性がある。その
ため、堤防の決壊による被害を防止するための措
置として、運転調整(排水ポンプの停止等)を実施す
ることとしている。

■豊川および豊川放水路への過度の負担がかかるこ
とを軽減するために、確実な運転調整を行うこととし
ている。

排水機場位置図
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豊川放水路のゲート操作

・豊川市相子町若宮地先の放水路第1水位観測所において観測した水位が5.00メートル以上で、さらに上昇するお
それがあるときは、分流堰のゲートを開く。

・洪水時に放水路へ分流。（平常時は放水路へ放流していない。）。これまでのゲート操作は平均年4.5回であるが、
近年（令和）では、操作回数の増加傾向が見られる。

3.豊川の河川管理（洪水時の対応②）

◆豊川放水路への分流実績

24
過去10ヶ年

令和以降
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3.豊川の河川管理（出水への備え（防災訓練））

■ 毎年、関係自治体が主催する防災訓練に参加している。

■ ポンプ車、照明車等の災害対策機械を派遣し、操作手順の確認等を行っている。

25

豊川市防災訓練（令和5年）

豊橋市防災訓練（令和6年）
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4.市民団体等との連携（出水への備え）

26

堤防決壊シミュレーションの様子災害時の協力体制説明会の様子

■豊橋河川事務所と一般社団法人愛知県建設業協会は、平成２１年度に「災害または事故における中部地方整備局

豊橋河川事務所所管施設等の緊急的な応急対策の支援に関する協定書」を締結。この協定に基づいた災害時対応

を迅速かつ適切に実施するため、災害時の協力体制に関する説明会と堤防決壊時のシミュレーションを毎年実施し

ている。

○豊川・矢作川における災害時の協力体制説明会 〇堤防決壊シミュレーション

開 催 日：令和6年5月14日（災害時協力体制説明会） 開催日：令和6年5月30日（堤防決壊シミュレーション）

場 所 ：アイプラザ豊橋 場 所：豊橋河川事務所
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アダプト活動の様子

4.市民団体等との連携（アダプト制度）

27
活動箇所付近に設置した看板

左

豊橋河川事務所では、地域の特性に合ったより良い豊川を目指すために、地域住民のみなさまと河川管理者が協

働して河川管理を行う「アダプト(協働管理)制度」を実施している。
協働管理者は、主体的に河川の美化・清掃、河川環境保全活動、河川愛護活動などの活動をしていただき、豊橋

河川事務所から登録された団体等に対し、豊川に関する資料及び情報、清掃に要する用具等の提供を行う。令和

５年度は６団体の皆さまにご活躍いただいた。また、協働管理者の方々がご尽力いただいていることを地域の皆さ

まに紹介する看板を製作し、今後順次設置していく。
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5.維持管理と災害復旧（災害復旧工事）

復旧前 復旧後

令和5年度豊川院之子及び流木処理災害復旧工事
被災内容：護岸法崩れ(堤防欠損)、流木堆積(15箇所)
被災箇所：豊川右岸11.8kp、流木箇所は点在
工事概要：護岸基礎・法覆護岸(コンクリートブロック積)

As舗装、塵芥処理
工事金額：157.7百万円(当初)（R7年3月完成予定）

復旧前 復旧後

令和3年度豊川松原地区災害工事
被災内容：護岸法崩れ
被災箇所：豊川支川宝川
工事概要：盛土、根固め(護床ブロック)、

法覆護岸(コンクリートブロック積)
工事金額：59.4百万円(当初)→73.0百万円(最終)

令和5年度豊川前芝災害復旧工事
被災内容：護岸損傷、護岸目地開き
被災箇所：豊川放水路右岸0.6kp
工事概要：法覆護岸(コンクリートブロック)、

根固め(袋詰め玉石)
工事金額：132.4百万円(当初)（R7年3月完成予定）

復旧前 復旧後

※現在施工中

■巡視や点検により発見された管理施設の損傷等は、補修工事にて対応しているほか、流下能力を維持するため、樹

木伐採等を実施している。

■補修工事、樹木伐採等を要する箇所は、管理区間内に多数点在しており、優先度を考慮し順次対応しているが、予

算による制約や近年の人手不足の影響を受け、対応が間に合っていない。

■出水により損傷等が発生する事例もあるが、そういった場合には災害復旧工事にて対応している。

28



豊橋河川事務所
5.維持管理と災害復旧（維持工事）

毎年、維持管理修繕工事により、堤防の変状を確認できるよう除草を行うとともに、緊急性の高い損傷の補修や塵

芥処理等を行っている。

流下能力の不足等、河川管理に支障のある箇所を優先的に樹木伐採工事を行うこととしている。

29

樹木伐採前 樹木伐採後

除草前 除草後

樹木伐採工事

維持管理修繕工事

・除草よる刈草は、過去、現地にて焼却
処分を実施していたが、条例により現地
焼却が禁止されたため、一般廃棄物と
して処分を行っている。

・一般廃棄物として処分する場合、多大
な処分費がかかるため、無料配布等刈
草を有効活用することでコスト縮減に努
めている。

・河道内の樹木は、河川管理に支障がな
いよう伐採を行っているが、堤外民地に
生育している場合もあり、対応が難しい。

・過去に樹木伐採を実施した箇所では、
再び樹林化している箇所もあり、再繁茂
対策を実施する必要がある。



豊橋河川事務所
6.霞堤地区の浸水状況（令和2年度～令和6年度）

30出典：豊橋河川事務所『令和５年６月の台風第２号及びそれに伴う前線の活発化による大雨』豊川等における出水概要（第3報）

○ 直近の５年間では、霞堤地区において、令和３年度に２回、令和５年度に１回の浸水が発生した。

○ 令和５年度の出水では４つの霞堤地区において、浸水が発生した。農地や道路等の浸水と、家屋へ

の浸水も発生した。

令和５年６月出水の浸水状況
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■堤防護岸や構造物の破損は大部分が小規模であり、補修箇所が点在している。

■近年の人手不足や物価の高騰により工事発注が難しくなっているため、簡易的な補修による対策を検討している。

■簡易的な補修を行った箇所は、河川巡視等によりモニタリングを行い、経年変化を確認する。

7.維持補修における省力化の取り組み

補修対象 破損等の状況 補修工法

堤防護岸 コンクリート張 目地の開き 補修工法：シーリング材充填
使用材料：ポリウレタン系シーリング材

破損
ひび割れ

補修工法：エポキシ系の樹脂注入材又は
充填接着用パテ材充填

使用材料：エポキシ系充填接着剤

ブロック張 破損
ひび割れ

補修工法：流動性無収縮グラウト材の
流し込み

使用材料：セメント系無収縮グラウト

ブロックの流出
浸食

補修工法：袋詰め玉石の設置
使用材料：玉石＋耐候性ネット土のう

構造物 コンクリート構造物等 断面欠損 補修工法：エポキシ系充填接着用
パテ材充填

使用材料：エポキシ系充填接着剤


